
 

狩猟税の税率改正について 
 
 
 
 
 

平成１９年度税制改正で狩猟税の税率が一部改正され、平成１９年４月１６日から施

行されました。 

「網・わな猟免許」と一本化されていた狩猟免許の区分が「網猟免許」と「わな猟免

許」に改められ、改正後の税率が、次のとおりとなりました。 

 

１ 狩猟者の登録の場合 

登 録 区   分 税 率 

①県民税の所得割額の納付を要する者 ８，２００円 網猟免許 

又は 

わな猟免許 ②県民税の所得割額の納付を要しない者（※） ５，５００円 

①県民税の所得割額の納付を要する者 １６，５００円 第一種銃猟 

免許 ②県民税の所得割額の納付を要しない者（※） １１，０００円 

第二種銃猟 

免許 

 
５，５００円 

 

２ 放鳥獣猟区のみに係る狩猟者の登録の場合 

登 録 区   分 税 率 

①県民税の所得割額の納付を要する者 ２，０００円 網猟免許 

又は 

わな猟免許 ②県民税の所得割額の納付を要しない者（※） １，３００円 

①県民税の所得割額の納付を要する者 ４，１００円 第一種銃猟 

免許 ②県民税の所得割額の納付を要しない者（※） ２，７００円 

第二種銃猟 

免許 

 
１，３００円 

 
※ ②のうち県民税の所得割額の納付を要する者の控除対象配偶者又は扶養親族（農林水産業従 
事者を除く）に該当する者は①の税率 

 

 

県税・市町村税ホームページ http://www.pref.aomori.lg.jp/zeimu/  
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